
職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

  令和元年１０月１８日
  茨城県人事委員会

　本日，本委員会は，地方公務員法の規定に基づき，議会及び知事に対し，職員
の給与等に関する報告及び勧告を行いました。その概要は，次のとおりです。

給与勧告等のポイント

　○　月例給・ボーナスともに引上げ
・　公民給与の較差（３９３円，０.１０％）を踏まえ，人事院の勧告等を考慮
し，初任給及び若年層の給料月額を引上げ
・　ボーナスを引上げ（４.４５月→４.５０月：０.０５月分），民間の支給状況等を
踏まえ，勤勉手当に配分

〇　人事院勧告に準じて，住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上
げるとともに，手当額の上限を引上げ

１　基本的な考え方
１　人事委員会の給与勧告制度は，労働基本権制約の代償措置として，地方公
務員の適正な給与を確保するという機能を担っている。

２　本委員会は，国及び他の都道府県の職員並びに民間企業の従業員との均衡
を図り，社会一般の情勢に適応させるという地方公務員法の趣旨を踏まえ，
適正な給与水準や勤務条件等について，調査・検討を行った。

２　民間給与との比較
　１　月例給（平成３１年４月の公民較差）

　２　ボーナス（支給月数）

－１－

較　　　差職　　　員民　　　間

３９３円（０.１０％）３８０,８１７円３８１,２１０円

（注）　職員は行政職，民間は公務の行政職に類似すると認められる職種の者について，本年４月分の
　　　給与を比較した。

差職　　　員民　　　間

０.０６月４.４５月４.５１月

（注）　昨年８月から本年７月までの１年間の民間の支給月数と職員の年間の支給月数を比較した。



－２－

３　給与等の勧告・報告の内容
　１　職員の給与
　　①　公民較差等に基づく給与改定
　　　ア　給料表

・　行政職給料表：初任給及び若年層の水準を引上げ（平均改定率
０.１％）（大学卒業程度試験に係る初任給を１,５００円，高校卒業程度試
験に係る初任給を１,９００円引上げ）
・　その他の給料表：行政職給料表との均衡を基本に水準を引上げ

　　　イ　ボーナス
・　ボーナスの支給月数の引上げ（４.４５月→４.５０月：０.０５月分）
・　引上げ分は国に準じて勤勉手当に配分
（一般の職員の場合の支給月数）

［実施時期］
・　月 例 給：平成３１年４月１日
・　ボーナス：令和元年１２月１日

　　②　住居手当の改定
　人事院勧告に準じて，手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げる
（１２,０００円→１６,０００円）とともに，手当額の上限を引上げ（２７,０００円→
２８,０００円）

　　③　任期付職員及び任期付短時間勤務職員の給与
　　　ア　給料表等

　給料表，初任給，昇給，昇格等について，任期の定めのない常勤職員
の基準を適用

　　　イ　単身赴任手当
　　　　　任期付短時間勤務職員に単身赴任手当を支給
　　④　給料の調整額及び特殊勤務手当の見直し

　国の状況及び他の都道府県の動向等を踏まえ，勤務環境の変化等を考慮
し，早急に見直す必要がある。

　　⑤　その他
　交通用具使用者に係る通勤手当については，国及び他の都道府県の動向
等を踏まえ，見直しの検討を進める必要がある。 

１２月期６月期

１.３０ 月（改定なし）
０.９７５月（現行０.９２５月）

１.３０ 月（支給済み）
０.９２５月（支給済み）

令和元年度 期末手当
 勤勉手当

１.３０ 月
０.９５ 月

１.３０ 月
０.９５ 月

令和２年度 期末手当
以降 勤勉手当



　２　公務の運営
　　①　人材の確保及び育成
　　　ア　人材の確保

　任命権者と連携しながら，大学等における説明会やＳＮＳ等を活用し，
県の仕事の魅力ややりがい，男女共に働きやすい職場環境づくりの取組
などの広報に，引き続き取り組む必要がある。
　平成２９年度から本格的に実施した社会人採用選考について，引き続き
取り組む必要がある。
　障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を踏まえ，その取組を推進
するとともに，障害者が働きやすい環境づくりに取り組む必要がある。
イ　人材の育成
　任命権者においては，組織の活力を最大限に高めるため，職員の資質
向上と意識改革につながるよう引き続き人材の育成に取り組む必要があ
る。
　女性職員がその能力を十分に発揮できるよう，キャリア形成の支援や
積極的な登用に引き続き取り組む必要がある。
ウ　能力・実績に基づく人事管理の推進
　公正性・透明性が高く，実効性のある人事評価制度とするには，職員
の能力や実績を適切に評価するとともに，評価結果に基づく指導・助言
を通じて，職員の意欲の向上や人材育成に努めることが重要である。

　　②　勤務環境の整備
ア　勤務時間等に関する取組
　長時間労働の是正は，職員の心身の健康保持等の観点から重要な課題
であり，これまでの取組を継続するとともに，各職場のマネジメント強
化など，時間外勤務の縮減を推進していく必要がある。
　心の健康づくりについては，ストレスチェック制度の効果的な活用に
より，職場環境の課題を把握し改善措置を講ずるとともに，引き続き相
談しやすい職場環境づくりなどに努めていく必要がある。
イ　ハラスメント防止対策
　国においては，パワーハラスメントについて新たな防止対策を講ずる
としている。本県においては，国や民間労働法制の動向を注視していく
ことが必要である。

　　③　定年の引上げ
　国の動向を注視しながら，定年引上げに関して人事管理や給与制度全般
にわたり課題を整理し，対応していく必要がある。

　　④　会計年度任用職員制度の導入
　令和２年４月の改正法の施行に向け，制度が円滑に導入されるよう，引
き続き所要の準備を進める必要がある。

　　⑤　公務員倫理の徹底
　一部の職員による法令遵守意識に欠ける事案が見られ，県民からの信頼
の低下が懸念されることから，誠実かつ公正に職務を執行するよう，改め
て公務員倫理の徹底と意識向上を図る必要がある。

－３－



（参考１）職員（行政職）の平均給与

（参考２）モデル給与例（行政職）

（参考３）人事院の給与勧告のポイント 令和元年８月７日勧告

①　民間給与との較差（０.０９％）を埋めるため，俸給表の水準を引上げ
②　ボーナスを引上げ（０.０５月分），民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に
配分
③　住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引上げ，その原資を用いて手
当額の上限を引上げ

－４－

増減額（率）勧告後給与勧告前給与
平均年齢

年間給与月　額年間給与月　額年間給与月　額

２６,０００円
（０.４１％）

３８１円
（０.１０％）

６,３６９,０００円３８１,１９８円６,３４３,０００円３８０,８１７円４３.１歳

（注）　本年度の新規学卒の採用者等は含まれていない。

年間給与の
増　減　額

勧告後モデル給与勧告前モデル給与

年間給与月　額年間給与月　額年　齢職　層

円

３７,０００
円

３,５７１,０００
円

２１６,４５２
円

３,５３４,０００
円

２１４,８６２
歳

２５主 事

１５,０００５,０６１,０００３０２,６３０５,０４６,０００３０２,６３０３５主 任

２２,０００６,５８７,０００３８８,５９６６,５６５,０００３８８,５９６４５係 長

２３,０００７,２２８,０００４２６,４３８７,２０５,０００４２６,４３８５０課 長 補 佐

２６,０００８,７９３,０００５３７,４２０８,７６７,０００５３７,４２０５５課 長

３４,０００１０,５１２,０００６２３,４９２１０,４７８,０００６２３,４９２５８
次 長
部 長

（注）１　モデル給与例の月額及び年間給与は，給料，管理職手当及び地域手当を基礎に算出
　　　２　扶養親族がいる場合には，扶養手当（配偶者６,５００円，子１人につき１０,０００円等）を支給


